
　組合員や被扶養者の健康保持増進及び医療費の適正化を図るため、平成30年度から 「第2期データヘルス計画」を策定し、所属所等との連携を図り取組みを行っています。
　この「第2期データヘルス計画」に基づく『医療費適正化における取組み』としまして、 「ジェネリック医薬品の普及促進」、「第三者行為及び公務上の疾病に係る医療費の求償」、「柔道整復師及び鍼灸
での適正受診」、「被扶養者資格認定の適正化」等に取り組んでいます。これら取組みに おける内容等につきまして、お知らせしますので、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、第2期データヘルス計画の詳細につきましては、本組合ホームページをご覧ください。

　医療費や拠出金の支出増加等 により、財政が非常に厳しいことから、令和元年度は、資金交付を受ける“財政調整組合”となっています。
　この窮迫した財政を安定させ るため、6月～8月にかけて、以下の取組みを実施しています。皆さんも短期給付財政の現状をご理解いただくとともに、
医療費への関心を持っていただ き、適正な受診で医療費節約にご協力いただくようお願いいたします。
　また、健康診断等も活用し、健 康管理に努め早期発見・早期治療による自己管理等に努めていただきますようお願いいたします。

共済組合では、皆さんが医療機関や調剤薬局でもらったお薬の中で、ジェネリック医薬品が
あるものをピックアップし、広く使われているジェネリック医薬品に切り替えた場合にどのくら
い価格が安くなるのかを個人別にお知らせし、自己負担額の軽減について認識いただくこと
を目的としています。

共済組合では、ご家族が被扶養者として認定された後、一定期間経過したなかで、資格状況に変
更がないか（引き続き被扶養者資格があるかどうか）、また既に他の健康保険に加入されていた場合、
被扶養者から外す届出を忘れていないかなどを確認することを目的に実施しています。

「ジェネリック医薬品のお知らせ」により、

実際に処方された医薬品とジェネリック医

薬品に切り替えした場合の差額を確認する

ことができます。
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調査の
目的

ジェネリック医薬品を
上手に活用して、医療費の
節約をしてみませんか。

ジェネリック医薬品への
切り替えの参考として

ください。
配付予定の「ジェネリック医薬品のお知らせ」（イメージ）

こちらの枠内には、実際
に処方された医薬品名
や金額などが表示され
ています。

こちらの枠内には、切り
替え可能なジェネリック
医薬品名などが表示さ
れています。

点線枠内の金額が、ジェネリック医薬品に切り替えた
場合に軽減することができる費用です。

ジェネリック医薬品を活用しましょう！

医療費や拠出金の支出が増加し、
財政が厳しい状況です

「ジェネリック医薬品のお知らせ」を配付します！

被扶養者の資格確認調査を実施しています

令和元年6月1日現在 被扶養者を有する組合員の皆さんへ
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共済組合では、組合員及び被扶養者の方が組合員証（組合員被扶養者証）を使用して診療
を受けられたとき、ご自身やご家族の治療等にかかった医療費について確認いただくことを	
目的として、年2回「医療費通知」を発行しています。

今回の「医療費通知」は、確定申告の医療費控除には使用できませんのでご注意ください。

確定申告において医療費控除を受ける方のために「MY	HEALTH	WEB」（12～13ページ）を利用して、e-tax用の医療費	
情報が出力可能となります。なお詳細については、改めてお知らせする予定です。

＜医療費通知のイメージ＞
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「医療費通知」を配付します！

次のような場合には、
被扶養者の資格認定が無効となる場合がありますのでご注意ください。
① �調査期間内に、被扶養者資格確認届等による調査回答を正当な理由がなく提出されない場合
② �調査期間内に、調査にあたっての問い合わせ事項に正当な理由なく回答されない場合

調査書に必要書類を添えて期限までにご提出をお願いします。

提出期限：令和元年8月30日（金）
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